
倉敷市水道局建設工事等請負契約入札参加業者等選定要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、倉敷市水道事業の契約に関する規程（昭和５３年倉敷市水道局管理規程

第１号）に基づき建設工事等の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者（以下

「入札参加者」という。）及び随意契約の相手方とする者の選定について必要な事項を定め

るものとする。 

 （入札参加者の選定） 

第２条 入札参加者の選定に当たっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１

項に規定する建設工事においては倉敷市水道事業の建設工事請負契約競争入札参加資格に関

する要綱第４条、漏水調査業務並びに測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及

び補償コンサルタント業務においては倉敷市水道事業の漏水調査業務等委託契約指名競争入

札参加資格に関する要綱第７条の規定による入札参加資格を有する者から、それぞれ選定す

ること。ただし、特に必要と認められるときは、倉敷市水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）が別に定めるところによるものとする。 

２ 前項の入札参加者の選定に当たっては、建設工事等の施行及び契約の履行が確実かつ有

利な者を選定すること。 

３ 特許その他の特殊な技術を要する建設工事又は継続事業等の工事で施工上やむを得ない

ときは、前２項の規定にかかわらず、条件を満たす入札参加資格者を入札に参加させるこ

とができる。 

４ 入札参加者の選定に当たっては、次に掲げる事項を別表第１により十分審査し、入札参

加者として選定するものとする。 

 (１) 経営能力、不誠実な行為の有無その他信用状況 

 (２) 工事成績 

 (３) 手持ち工事等の状況 

 (４) 技術者の状況 

 (５) 当該建設工事に対する地理的条件 

 (６) 当該建設工事等の施行についての技術的適性 

 (７) 安全管理の状況 



 (８) 労働管理の状況 

 (９) 地場産業の振興 

 （入札参加者数） 

第３条 指名競争入札において指名する入札参加者の数は、倉敷市建設工事等請負契約入札参

加業者等選定要領第４条の規定を準用するものとする。ただし、水道施設工事における指名

競争入札の入札参加者の数は、原則として、別表第２の左欄に掲げる設計金額に応じ、同表

の右欄に掲げる入札参加者数とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事に対する地理的条件、工事等の施行についての技術的適性

その他の事情を勘案し、必要であると倉敷市水道局建設工事及び物品調達業者入札指名委員

会規程（昭和５０年倉敷市水道局管理規程第１５号）に規定する建設工事委員会において了

承されたときは、入札参加者の数を減ずることができる。 

 （随意契約の相手方） 

第４条 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１３第１項第１号、

第２号、第５号から第７号まで及び第９号の規定に基づく随意契約の相手方の選定について

は、第２条の規定を考慮して選定する。 

（準用） 

第５条 この要領に定めのない建設工事等の入札参加者の選定については、倉敷市建設工事等

請負契約入札参加業者等選定要領第３条、第４条、第５条、別表第１、別表第３、別表第４

及び別表第５の規定を準用するものとする。ただし、特殊工事、災害復旧工事その他これに

より難い事由がある場合は、この限りでない。 

 （その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成９年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１５年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年７月１日から施行する。 

   附 則 



 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和元年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和５年２月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年６月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

入 札 参 加 業 者 選 定 基 準 の 留 意 事 項 

１ 経営能力、

不誠実な行為

の有無その他

信用状況 

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 

(１) 倉敷市水道局建設工事等請負業者指名停止要領及び倉敷市建設工

事等請負業者指名停止要領（以下「指名停止要領等」という。）に基

づく指名停止又は指名留保の期間中であるとき。 

(２) 倉敷市水道局発注工事（以下「局発注工事」という。）及び倉敷

市発注工事（以下「局発注工事等」という。）に係る請負契約に関

し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負



者として不適当であると認められるとき。 

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が

従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 

イ 一括下請、下請け代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等につ

いて、関係行政機関等からの情報により請負者の下請け契約関係が

不適切であることが明確であること。 

(３) 倉敷市水道局建設工事等暴力団対策会議設置要綱又は倉敷市建設

工事等暴力団対策会議設置要綱に基づく指名除外の期間中であると

き。 

(４) 破産の申立がなされたこと、銀行取引の停止を受けたこと等経営

状態が著しく悪化していると認められるとき。会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の

適用を申請した者にあっては、それぞれの法に基づく裁判所からの更

正又は再生計画認可決定がされるまでの間 

２ 工事成績 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に判断すること。 
  

３ 手持ち工事

等の状況 

(１) 当該地域における工事の手持ち状況からみて、当該工事を施行

する能力があるかどうかを総合的に判断すること。 

(２) 予定価格が２億円以上の工事における入札参加者の選定にあた

っては、同一年度内に予定価格が２億円以上の局発注工事を３件落

札した者は、当該年度内は選定しないものとする。（ただし、特殊

な工事等の場合は除く。） 

なお、共同企業体を結成し落札した局発注工事については、予定

価格に当該共同企業体を構成する各構成員の出資割合を乗じて得た

額をもって、各構成員が落札した予定価格とみなすものとする。 
  

４ 技術者の状

況 

発注予定工事等の種別に応じて、その工事等を施行するに足りる技術

者が確保できると認められること。ただし、建設業法施行令（昭和３１

年政令第２７３号）で定める金額以上の建設工事については、主任技術

者又は監理技術者（監理技術者資格証の交付を受けた者に限る。）は、



工事現場ごとに専任の者であること。 

５ 当該建設工

事に対する地

理的条件 

建設業法（昭和２４年法律第１００号）上の許可を受けている本店、

支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地

域における工事の施工特性に精通し、工事の種別、工事規模等に応じて

当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できているかどうかを

総合的に判断すること。 

６ 当該建設工

事等の施行に

ついての技術

的適性 

次の事項に該当するかどうかを総合的に判断すること。 

(１) 当該工事等と同種工事等についての施工実績があること。 

(２) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同

程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 

(３) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等その工事の作業条件と同

等と認められる条件下での施工実績があること。 

(４) 完成工事高のうち、下請に出した比率が極端に高い場合は、慎重

に技術的適性を判断すること。 

(５) 局発注工事の額が９千万円以上の場合は、建設業法第１５条の特

定建設業の許可を受けている業者とすること。 

７ 安全管理の

状況 

(１) 指名停止要領等に基づく指名停止又は指名留保の期間中である場

合は、選定しないこと。 

(２) 局発注工事等について安全管理の改善に関し労働基準監督署等か

ら指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合

であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは選定

しないこと。 

(３) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に判断すること。 

(４) 局発注工事等において過去２年間に労働災害を発生させたことが

ある業者を選定する際には、安全管理の改善措置等が十分に行われて

いるかどうかを総合的に判断すること。 

８ 労働管理の

状況 

(１) 賃金不払に関する関係機関等からの通報が倉敷市長又は管理者に

対してあり、その状態が継続している場合であって、明らかに請負者



として不適当であると認められるときは、選定しないこと。 

(２) 局発注工事等において建設業退職金共済組合の証紙の購入及び貼

付が十分かどうかを総合的に判断すること。 

(３) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けてい

ること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重す

ること。 

９ 地場産業の

振興 

地場産業の発展及び市内業者の育成の観点から市内に建設業法上の本

店、支店又は営業所等がある場合は十分尊重すること。 

 

別表第２（第３条関係） 

設計金額（消費税額及び地方消費税額を含む。） 入 札 参 加 者 数 

１，０００万円以上１億円未満 １２者以上 

１，０００万円未満 １０者以上 

 


